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令和 6 年度 国立・公私立大学死亡学生実態調査ー結果まとめ 

背景 

COVID-19 感染拡⼤にともない、⼤学⽣のメンタルヘルスの悪化が懸念される中、これまで国⽴⼤学
（学部、⼤学院）を対象に実施されている死亡実態調査を、令和 2 年度からは公⽴・私⽴⼤学も対象と
し、令和 6 年度は 5 回⽬の調査となった。 

対象 

国⽴⼤学 86 校、公⽴・私⽴⼤学 1,028 校（短期⼤学、⼤学院⼤学を含む） 

方法 

国⽴⼤学については、国⽴⼤学保健管理施設協議会メンタルヘルス委員会の研究班（学部・⼤学院の
休退学実態調査研究班）が、公⽴・私⽴⼤学へは⽂部科学省に全国⼤学保健管理協会が協⼒する形で、
各⼤学にメールで調査回答を依頼、2025 年 4-6 ⽉に調査を実施した。 

調査項⽬は、令和 6(2024）年 5 ⽉ 1 ⽇現在の在籍学⽣数（男⼥別、課程別）と、令和 6(2024）年
度の死亡学⽣に関する属性、死亡原因（病死、事故死、⾃殺またはその疑い、他殺）、具体的な死亡状
況、精神障害の有無や診断、保健管理施設の関与の有無等に加え、⾃殺死亡例については、推定される
⾃殺の背景（10 項⽬より選択）、推定される COVID-19 との関連（直接的、間接的、なし、不明）に
ついて回答を求めた。 

回答⽅法は、国⽴⼤学は回答⽤エクセルファイルを回収、公⽴・私⽴⼤学については専⽤の Web フ
ォームより回答を得た。 

結果 

国⽴⼤学 86 校（回収率 100％）、公⽴・私⽴⼤学 827 校（回収率 80.4%）から回答を得た。 
 在籍学⽣数  合計 2,780,820 ⼈（男 1,522,033 ⼥ 1,258,787） 

国⽴⼤       588,760 ⼈（男 378,337 ⼥ 210,423） 
公私⽴⼤    2,192,060 ⼈（男 1,143,696 ⼥ 1,048,364） 

  課程別学⽣数（国⽴・公私⽴計） 
短期⼤学部   60,420 ⼈（男 10,271 ⼥ 50,149） 
学⼠ 4 年制  2,326,868 ⼈（男 1,271,805 ⼥ 1,055,063） 
学⼠ 6 年制    130,373 ⼈（男 63,052 ⼥ 67,321） 
修⼠課程      183,742 ⼈（男 125,211 ⼥ 58,531） 
博⼠課程       79,417 ⼈（男 51,694 ⼥ 27,723） 

 死亡学⽣数  合計 604 ⼈（男 393 ⼥ 208 性別未回答 3） 
死因別死亡数 病死 132 ⼈（男 78 ⼥ 54） 

事故死 73 ⼈（男 59 ⼥ 14） 
⾃殺またはその疑い 306 ⼈（男 192 ⼥ 114） 
他殺・不詳 93 ⼈（男 64 ⼥ 26 性別未回答 3） 

 学⽣ 10 万⼈あたりの死亡数 全死亡 21.7（男 25.8 ⼥ 16.5） 
死因別 病死 4.8（男 5.1 ⼥ 4.3） 

事故 2.6（男 3.9 ⼥ 1.1） 
⾃殺（疑いを含む）11.0（男 12.6 ⼥ 9.1） 
 
 



⾃殺死亡例（疑いを含む︓306 例）について、以下を図表に⽰す。 
 課程別、専攻別、年齢階層別（死亡時年齢）、⽉別の死亡数 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 休学・留年の有無、保健管理施設（学内）の関与の有無、精神疾患の有無、ICD-10 診断* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ICD-10：疾病及び関連保健問題の国際統計分類 
       （2013 年版） 



 推定される⾃殺者の背景（複数回答の延べ数）、COVID-19 との関連 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 課程別、⼤学の学⽣数規模別（4 群）および男⼥別の学⽣ 10 万⼈あたりの⾃殺死亡数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
 
＊男性の⽅が⼥性よりも統計的に有意に⾼い（p<0.01 カイ⼆乗検定による） 

 

  



 学⽣ 10 万⼈あたりの⾃殺死亡数の年次推移（国⽴⼤学課程別︓H14-R6 年度） 

国⽴⼤学―学部⽣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
国⽴⼤学―⼤学院⽣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（国⽴⼤学保健管理施設協議会メンタルヘルス委員会 令和6 年度死亡学⽣実態調査報告書(速報版)[1]より） 
 
 学⽣ 10 万⼈あたりの死因別死亡数および男⼥別⾃殺死亡数の年次推移（国⽴・公私⽴計︓R2-R6

年度） 

学⽣ 10 万⼈あたりの死因別死亡数        学⽣ 10 万⼈あたりの男⼥別⾃殺死亡数 
 
 
 
 
 
 

 

  



解説 

本調査は、従前より実施されてきた国⽴⼤学に、令和 2 年度から公⽴⼤学・私⽴⼤学を対象として加
えた死亡学⽣に関する実態調査である。⽇本のすべての⼤学を対象とした調査としては 5 回⽬となる今
回、国⽴⼤学はすべての 86 校から、公⽴・私⽴⼤学は 827 ⼤学より回答が得られた。公⽴・私⽴⼤学
は⼤学数で 80.4％、在籍学⽣数では 91.9%をカバーしていることになる（学⽣数の⺟数は学校基本調
査[2]による）。 

 死亡学⽣について、死因別死亡数でみると⾃殺（疑いを含む）によるものが病死、事故死を⼤きく上
回りもっとも多いのは前年の調査結果と同様であった。これは同年代の⼀般⼈⼝についても同じことが
⾔えるが、⾃殺死亡率（⼈⼝ 10 万⼈あたりの⾃殺死亡数）でみると、⼀般⼈⼝の年齢階級別⾃殺死亡率
（15-19 歳︓11.8、20-24 歳︓21.4、25-29 歳︓19.0）に⽐べ、本調査結果の 11.0（全年齢）は⼤学
⽣・⼤学院⽣の年齢分布を考えれば低い値にとどまっていることが分かる。男⼥別にみると、男⼦学⽣
の⾃殺死亡率（12.6）は⼥⼦（9.1）よりも有意に⾼くなっているが、これも同世代⼀般⼈⼝の男⼥別の
データと⽐較していずれも低値であった（⼀般⼈⼝の⾃殺死亡率データは⼈⼝動態統計[3]による︓ただ
し同統計は令和 6 年 1-12 ⽉の年計）。 

本調査のうち、公⽴・私⽴⼤学のデータは COVID-19 感染拡⼤以降の令和 2 年度からのものであり、
それ以前からの経年変化はみることができないものの、学⽣ 10 万⼈あたりの⾃殺死亡数は最近 5 年間
では、11.5（R2）―10.5（R3）―9.7（R4）―10.5（R5）―9.9（R6）と推移している。 

⼀⽅、毎年継続実施されている国⽴⼤学を対象とした前述の調査では、学部学⽣ 10 万⼈あたりの⾃
殺死亡数が、12.4（R1）―18.0（R2）―17.8（R3）―15.1（R4）―12.3（R5）―16.6（R6）、⼤
学院⽣では、11.9（R1）―13.3（R2）―14.6（R3）―11.1（R4）―4.6（R5）―10.3（R6）といず
れも COVID-19 感染拡⼤以前（令和元年度）に⽐べて令和 2―3 年度は⾼値で推移、令和 4-5 年度には
学部⽣、⼤学院⽣ともに減少したものの、令和 6 年度は再びいずれも増加に転じた。 

国⽴・公⽴・私⽴⼤学全体でみると、グラフで⽰したように令和 2 年度以降、⾃殺死亡率は減少傾向
にあったものが令和 6 年度は増加、とくに⼥⼦学⽣の⾃殺死亡率は令和 3 年度以来増加傾向が続いてお
り、男⼦学⽣の⾃殺死亡率との差が年々縮⼩して令和 6 年度は過去 5 年間でその差がもっとも⼩さくな
った。「⼤学⽣」の⾃殺死亡数について公的統計である警察統計で⾒ると、390 例（R1）―415 例（R2）
―434 例（R3）―438 例（R4）―410 例（R5）ー434 例（R6）と令和 2­4 年度は増加、⾼値で推移、
令和 5 年は減少したものの、令和 6 年は再び増加しており、本調査において⾒られる傾向と概ね⼀致し
ている（警察統計のデータは 1-12 ⽉の年計）[4]。さらに同じ警察統計において、⼤学⽣より若い年代
の「⽣徒」（中学⽣・⾼校⽣）の⾃殺死亡数を⾒ると、令和 2 年以降⼥⼦⽣徒の死亡数は増加傾向が続
いており、中学⽣、⾼校⽣ともに令和 6 年は⼥⼦⽣徒の⾃殺者数が男⼦のそれを上回った[4]。⼤学⽣の
⾃殺がこうしたより若い年齢層の⾃殺の動向に連動しているのかは今後も注視する必要があるだろう。 

本調査では COVID-19 の感染拡⼤以降、⾃殺死亡例（疑いを含む）については「推定される⾃殺者の
背景」、「COVID-19 との関連」の質問項⽬を追加して調査している。このうち「COVID-19 との関連」
では、「直接的関連あり」の回答はこれまでなく、「間接的関連（⽣活苦・孤⽴・オンライン授業など）
あり」の回答割合が 7.6％（R2）―4.8％（R3）―1.8％（R4）―0.3%（R5︓1 例のみ）と令和 5 年
度に⼤きく減少した。これには令和 5 年 5 ⽉に COVID-19 感染症の扱いが 5 類感染症に変更されたこ
と、社会的に COVID-19 関連の要因が注⽬されにくくなったことが関連していると前回の報告書では
推論したが、今回の調査でも「間接的関連あり」は 1 例のみで前年と同様であった。 

WHO など世界的な⾃殺統計では⾃殺⾏動は⾼率に何らかの精神障害と関連していることが指摘され
ているが、今回の調査では精神疾患が確認された事例は全体の15.5%であった（令和4 年度は19.2％）。
本調査は事後的に⼤学が把握し得る情報に拠っているため、前述の「推定される⾃殺者の背景」および



「COVID-19 との関連」のデータ同様、その実態把握には限界があり、実際よりも低く⾒積もられてい
る可能性は否定できない。 

⽉別の⾃殺死亡数では、年度替わりの 4 ⽉と 3 ⽉がともに 31 例ともっとも多くなったが、前年度ま
でに⽐べると⽉による多寡は⽬⽴たなくなっている。とはいえ、⼤学において⾃殺予防対策を実践する
上で、学年度の切り替わる前後、とくに年度末の時期に⾃殺が多くなる傾向には留意しておく必要があ
るだろう。 

⾃殺死亡学⽣のうち、学内保健管理施設の関与があったのは 15.0％（令和 5 年度は 19.2％）であっ
た。メンタルヘルス不調の学⽣や悩みを抱える学⽣の早期発⾒と介⼊のために、学内における教員ー学
務系事務部⾨ー学⽣相談室・保健管理施設等の専⾨的⽀援組織の強固な連携など、学⽣⽀援体制の⼀層
の充実が強く望まれる。⼤学における⾃殺予防計画の策定、⽀援体制の整備、リスク管理、連携の強化
を図る上では、「⼤学における⾃殺予防の⼿引き」[5]を参照されたい。 
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